
木津川市告示第６１号 

 

 騒音、振動及び悪臭に関する規制地域、規制基準等を次のように定める。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

木津川市長 河井 規子        

 

騒音、振動及び悪臭に関する規制地域、規制基準等 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）、振動規制法（昭和５

１年法律第６４号）、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）及び環境基本法（平

成５年法律第９１号）並びにこれらの法律に基づく命令（告示を含む。）並びに京

都府の事務処理の特例に関する条例（平成１２年京都府条例第４号）第２条の規定

により市が処理することとされた京都府環境を守り育てる条例（平成７年京都府条

例第３３号。以下「府条例」という。）及び府条例に基づく規則（告示を含む。）

の規定に基づき、騒音、振動及び悪臭に関する規制地域、規制基準等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地

域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、 

「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」又は「準工業地域」とは、それ

ぞれ都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第９条に規定する第一種低層住居専 

用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 

第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地（以下「指定

地域」と総称する。）をいう。 



２ この告示において「第１種区域」、「第２種区域」、「第３種区域」、「第Ⅰ種

区域」又は「第Ⅱ種区域」とは、それぞれ次の表に定める区域をいう。 

区域 該当する地域 

第１種区域 第一種低層住居専用地域 

第２種区域 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一

種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

第３種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

第Ⅰ種区域 

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準

住居地域 

第Ⅱ種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

（騒音、振動及び悪臭に関する規制地域、規制基準等） 

第３条 騒音、振動及び悪臭に関する規制地域、規制基準等は次の表のとおりとする。 

種類 区分 規制地域 規制基準等 

騒音 

（特定工場等及び特定

建設作業の騒音関係） 

騒音規制法第３条第１

項の規定により指定す

る地域及び同法第４条

第１項の規定により定

める規制基準 

指定地域 別表第１に定める

とおりとする。

（特定工場等に係

るものに限る。） 

（特定建設作業の騒音

関係） 

特定建設作業に伴つて

発生する騒音の規制に

関する基準（昭和４３

年厚生省・建設省告示

指定地域  



第１号）別表第１号の

規定により指定する地

域 

（自動車騒音関係） 

騒音規制法第１７条第

１項の規定に基づく指

定地域内における自動

車騒音の限度を定める

省令（平成１２年総理

府令第１５号）別表備

考の規定により定める

区域 

a区域とは、第一種低層

住居専用地域、第一種中

高層住居専用地域及び第

二種中高層住居専用地域

とする。 

b区域とは、第一種住居

地域、第二種住居地域及

び準住居地域とする。 

c区域とは、近隣商業地

域、商業地域及び準工業

地域とする。 

 

（特定工場等の騒音関

係（府条例）） 

府条例附則第９項の規

定により読み替えて適

用される同条第３３条

第１項の規定により定

める規制基準 

 別表第１に定める

とおりとする。 

（拡声器使用の騒音関

係） 

府条例附則第１０項の

規定により読み替えて

適用される同条第５６

 別表第２に定める

とおりとする。 



条第３項の規定により

定める音量 

（深夜営業等の騒音関

係） 

府条例附則第１１項の

規定により読み替えて

適用される同条第５７

条第１項の規定により

定める区域及び基準 

指定地域 別表第３に定める

とおりとする。 

振動 

（特定工場等及び特定

建設作業の振動並びに

道路交通振動関係） 

振動規制法第３条第１

項の規定により指定す

る地域及び同法第４条

第１項の規定により定

める規制基準 

指定地域 別表第４に定める

とおりとする。

（特定工場等に係

るものに限る。） 

（特定建設作業の振動

関係） 

振動規制法施行規則

（昭和５１年総理府令

第５８号）別表第１付

表第１号の規定により

指定する区域 

指定地域  

（道路交通振動関係） 

振動規制法施行規則別

表第２備考１及び備考

第１種区域（左欄に掲げ

る表に規定する第１種区

域をいう。）とは、第Ⅰ 

 

昼間とは、午前８

時から午後７時ま

でとする。 



２の規定により定める

区域及び時間 

種区域とする。 

第２種区域（左欄に掲げ

る表に規定する第２種区

域をいう。）とは、第Ⅱ

種区域とする。 

夜間とは、午後７

時から午前８時ま

でとする。 

（特定工場等の振動関

係（府条例）） 

府条例附則第９項の規

定により読み替えて適

用される同条第３３条

第１項の規定により定

める振動に係る規制基

準 

 別表第４に定める

とおりとする。 

悪臭 

（事業場の悪臭関係） 

悪臭防止法第３条の規

定により指定する地域

及び同法第４条第１項

の規定により定める規

制基準 

本市の全域 別表第５に定める

とおりとする。 

（騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域） 

第４条 騒音に係る環境基準について（平成１０年環境庁告示第６４号）第１の１の

規定により指定する地域は、次の表に定めるとおりとする。 

地域の類型 該当する地域 

Ａ 
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二

種中高層住居専用地域 

Ｂ 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

Ｃ 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（関係告示の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

（１） 騒音に係る環境基準の地域の類型指定に関する告示（平成２４年木津川

市告示第４６号） 

（２） 騒音規制法に基づく地域の指定に関する告示（平成２４年木津川市告示

第４７号） 

（３） 指定された地域における騒音の規制基準に関する告示（平成２４年木津

川市告示第４８号） 

（４） 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の

指定に関する告示（平成２４年木津川市告示第４９号） 

（５） 騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理

府令に基づく区域の区分に関する告示（平成２４年木津川市告示第５０号） 

（６） 振動規制法に基づく地域の指定及び指定された地域における規制基準に

関する告示（平成２４年木津川市告示第５１号） 

（７） 振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の区域の指定に関する告示

（平成２４年木津川市告示第５２号） 

（８） 振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域の区分及び時間の区分

に関する告示（平成２４年木津川市告示第５３号） 

（９） 悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に関する告示

（平成２４年木津川市告示第５４号） 

（１０） 京都府環境を守り育てる条例に基づく騒音に係る規制基準の設定に関

する告示（平成２４年木津川市告示第５５号） 

（１１） 京都府環境を守り育てる条例に基づく振動に係る規制基準の設定に関

する告示（平成２４年木津川市告示第５６号） 



（１２） 京都府環境を守り育てる条例に基づく拡声機の使用の制限に係る音量

に関する告示（平成２４年木津川市告示第５７号） 

（１３） 京都府環境を守り育てる条例に基づく夜間営業等の騒音に係る区域及

び基準の設定に関する告示（平成２４年木津川市告示第５８号） 

別表第１（第３条関係） 

      区域の区分 

時間の区分 

第１種区域 第２種区域 第３種区域 

昼間 午前８時から 

午後６時まで 

４５デシベル ５０デシベル ６５デシベル 

朝・夕 午前６時から 

午前８時まで 

４０デシベル ４５デシベル ５５デシベル 

午後６時から 

午後１０時まで 

夜間 午後１０時から 

午前６時まで 

４０デシベル ４０デシベル ５０デシベル 

備考 

１ 第２種区域又は第３種区域に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号

）第１条に規定する学校、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条

第１項に規定する保育所、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第

１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者を入院させる

ための施設を有するもの、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する図書館、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に

規定する幼保連携型認定こども園（以下「特定配慮施設」と総称する。）の敷

地の周囲５０メートルの区域内における規制基準（第２種区域にあっては、昼

間及び朝・夕に限る。）は、この表に定める値から５デシベルを減じた値とす

る。 



２ 「デシベル」とは、計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める音圧

レベルの計量単位をいう。 

３ 騒音の測定は、計量法第７１条の条件に合格した騒音計を用いて行うものと

する。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性

（ＦＡＳＴ）を用いることとする。 

４ 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Ｚ８７３１に定める騒音レベル

測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 

（１） 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とす

る。 

（２） 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がお

おむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

（３） 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９０パー

セントレンジの上端の数値とする。 

（４） 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一

定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の９０パーセントレンジの

上端の数値とする。 

５ 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において

測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点

において測定することができるものとする。 

別表第２（第３条関係） 

     区域の区分 

時間の区分 

第１種区域 第２種区域及び指

定地域以外の地域 

第３種区域 

午前８時から 

午後６時まで 

５５デシベル ６０デシベル ７５デシベル 

午後６時から 

午後８時まで 

５０デシベル ５５デシベル ６５デシベル 

備考 

１ 「デシベル」とは、別表第１備考２に定める音圧レベルの計量単位をいう。 



２ 騒音の測定に用いる計器は、別表第１備考３に定めるところによる。 

３ 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第１備考４に定めるところ

による。 

４ 測定場所は、拡声機の直下の地点から１０メートルの地点とする。 

別表第３（第３条関係） 

区域の区分 第Ⅰ種区域 第Ⅱ種区域 

基準 ４０デシベル ５０デシベル 

備考 

１ 「デシベル」とは、別表第１備考２に定める音圧レベルの計量単位をいう。 

２ 騒音の測定に用いる計器は、別表第１備考３に定めるところによる。 

３ 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第１備考４に定めるところ

による。 

４ 測定場所は、店舗等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において

測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点

において測定することができるものとする。 

５ この表は、災害その他の非常の事態の発生により実施する作業に伴う場合に

ついては、適用しない。 

別表第４（第３条関係） 

      区域の区分 

時間の区分 

第Ⅰ種区域 第Ⅱ種区域 

昼間 午前８時から 

午後７時まで 

６０デシベル ６５デシベル 

夜間 午後７時から 

午前８時まで 

５５デシベル ６０デシベル 

備考 

 １ 特定配慮施設の敷地の周囲５０メートルの区域内における規制基準（第Ⅰ種

区域にあっては、昼間に限る。）は、この表に定める値から５デシベルを減じ

た値とする。 



 ２ 「デシベル」とは、計量法別表第２に定める振動加速度レベルの計量単位を

いう。 

 ３ 振動の測定は、計量法第７１条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直

方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振 

動特性を、動特性は日本工業規格C１５１０に定めるものを用いることとする。 

 ４ 振動の測定方法は、次のとおりとする。 

（１） 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。 

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所 

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所 

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所 

（２） 暗振動の影響の補正は、測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動

（当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のも

のをいう。）の指示値の差が１０デシベル未満の場合は、測定の対象とする

振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に

掲げる補正値を減じるものとする。 

指示値の差 補正値 

３デシベル ３デシベル 

４デシベル ２デシベル 

５デシベル 

６デシベル １デシベル 

７デシベル 

８デシベル 

９デシベル 

 ５ 振動レベルの決定は、次のとおりとする。 

（１） 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とす

る。 

（２） 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの

指示値の最大値の平均値とする。 



（３） 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔、１００

個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の８０パーセントレンジの上端の数

値とする。 

６ 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。 

別表第５（第３条関係） 

区分 規制基準 

敷地境界線における特定悪臭物質の濃度 付表に定めるとおりとする。 

排出口における特定悪臭物質の流量 付表に定める値を基礎として悪臭防

止法施行規則（昭和４７年総理府令

第３９号）第３条に規定する方法に

より算出して得た流量 

排出水中における特定悪臭物質の濃度 付表に定める値を基礎として悪臭防

止法施行規則第４条に規定する方法

により算出して得た濃度 

付表 

悪臭物質の種

類 

許容限度 

Ａ地域 Ｂ地域 

アンモニア 大気中における含有率が 

１００万分の１ 

大気中における含有率が 

１００万分の５ 

メチルメルカ

プタン 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００２ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０１ 

硫化水素 大気中における含有率が 

１００万分の０．０２ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．２ 

硫化メチル 大気中における含有率が 

１００万分の０．０１ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．２ 

二硫化メチル 大気中における含有率が 

１００万分の０．００９ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．１ 



トリメチルア

ミン 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００５ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０７ 

アセトアルデ

ヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０５ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．５ 

プロピオンア

ルデヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０５ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．５ 

ノルマルブチ

ルアルデヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００９ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０８ 

イソブチルア

ルデヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０２ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．２ 

ノルマルバレ

ルアルデヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００９ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０５ 

イソバレルア

ルデヒド 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００３ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０１ 

イソブタノー

ル 

大気中における含有率が 

１００万分の０．９ 

大気中における含有率が 

１００万分の２０ 

酢酸エチル 大気中における含有率が 

１００万分の３ 

大気中における含有率が 

１００万分の２０ 

メチルイソブ

チルケトン 

大気中における含有率が 

１００万分の１ 

大気中における含有率が 

１００万分の６ 

トルエン 大気中における含有率が 

１００万分の１０ 

大気中における含有率が 

１００万分の６０ 

スチレン 大気中における含有率が 

１００万分の０．４ 

大気中における含有率が 

１００万分の２ 

キシレン 大気中における含有率が 

１００万分の１ 

大気中における含有率が 

１００万分の５ 

プロピオン酸 大気中における含有率が 大気中における含有率が 



１００万分の０．０３ １００万分の０．２ 

ノルマル酪酸 大気中における含有率が 

１００万分の０．００１ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００６ 

ノルマル吉草

酸 

大気中における含有率が１

００万分の０．０００９ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．００４ 

イソ吉草酸 大気中における含有率が 

１００万分の０．００１ 

大気中における含有率が 

１００万分の０．０１ 

 備考 

１ Ａ地域とは、規制地域のうちＢ地域以外の区域をいう。 

２ Ｂ地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第６条の規定により農業振興地域として指定された地域及

び国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条の規定により森林地域

として定められた地域（都市計画法第７条第２項に規定する市街化区域にあ

るものを除く。）をいう。 

 



 


